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この冊子では、「県民」、「県」及び「神奈川」を次の意味で使用しています。
「 県 民 」… :…神奈川県で活動する者すべてを含む総称とし、住民、勤務者、法人、団体を含みます。
… …（なお、一人ひとりの個人や住民の活動に着目する場合は、「県民」を個人の意味で用い、「県民、企業」などと列記します。）

「　県　」……:…行政としての神奈川県を指します。
「神奈川」… :…行政だけではなく、県民や県土などを含む県全体を指します。



主要施策
主要施策は、プロジェクトで取り組むものも含め、県が着実

に実施していく施策・事業を体系化することにより、県の政

策の全体像を総合的・包括的に示したものです。

「基本構想」の「政策の基本方向」に沿って、7つの政策分野

別に体系化した「政策分野別の体系」と、施策・事業のうち

各地域で展開するものを5つの地域政策圏別に体系化した

「地域別の体系」を示しています。
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